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第１章	 序論	

1. 1 	研究目的と背景	

	 住 宅 火 災 に よ る 死 者 数 の 7 割 近 く の 割 合 を 占 め る の は 6 5 歳 以 上 の 高 齢 者

で あ る 。 日 本 は 高 齢 化 が 進 行 し て い く こ と に よ り 、 火 災 に よ る 死 者 が さ ら に 増

加 さ れ る こ と が 危 惧 さ れ る 。 ま た 、 総 務 省 消 防 庁 に よ る と 住 宅 火 災 の 死 因 の 約

6 割 が 逃 げ 遅 れ と 言 わ れ て い る 。  

 そ こ で ア メ リ カ や イ ギ リ ス で は 住 宅 用 火 災 警 報 器 ( 以 下 「 住 警 器 」 と す る ) の 設

置 の 義 務 化 に よ り 、 火 災 に よ る 死 者 数 が 減 少 し た と さ れ て い る も あ り 、 日 本 で

は 2 0 0 4 年 の 消 防 法 改 正 に よ り 、 住 警 器 の 設 置 が 義 務 化 さ れ る 事 と な っ た 。 新

築 住 宅 は 2 0 0 6 年 6 月 1 日 か ら 全 国 一 律 に 開 始 さ れ 、 既 存 住 宅 に 関 し て の 開 始

時 期 は 市 町 村 ご と に 違 う が 、 2 0 1 1 年 6 月 1 ま で に は 全 て の 地 域 で 設 置 が 義 務

化 さ れ た 。  

 2 0 1 6 年 は 全 住 宅 へ の 設 置 が 義 務 化 さ れ て か ら 5 年 が た っ た 。 そ れ ま で 低 か

っ た 住 警 器 の 設 置 率 は 全 国 平 均 で は 8 0 ％ を 超 え た 。 住 警 器 の 設 置 の 義 務 化

に よ り 都 道 府 県 ご と に 火 災 被 害 は ど う 変 化 し た の か 。 ま た 、 ど の よ う な 結 果 に し

ろ 、 住 警 器 の 設 置 は 義 務 化 さ れ て い る の で 、 設 置 す る こ と を よ り 効 果 的 に す る

為 に 今 後 ど の よ う に し て い く べ き な の か を 住 警 器 の 機 能 、 性 能 、 特 徴 な ど か ら

考 察 す る こ と を 目 的 と し た。  
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1 . 2 	研究方法	

	 総務省消防庁が公表している火災報告の 2 0 1 0年から 2 0 1 4年までの 5年

間の住宅火災の火災発生件数や死者数、焼損床面積を全国、都道府県ご

とに集計する。その数値を総務省発表の各データ（人口や住警器の設置

率、条例適合率、 6 5歳以上の割合など）を用いて比較し、それぞれの変

化を検証する。そこから得られたものから今後どのようにすればより機

能するかという事を住警器の機能、特徴、性能などに着目して考察す

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

第２章	火災被害の現状	

	 総務省消防庁が発表している201 0年から201 4年までの火災報告から

住宅火災の全国と都道府県ごとの火災発生件数(表2- 1 )と死者数	

(表2- 2 )、焼損床面積(表2- 3 )を算出する。  
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表 2 - 1  火 災 発 生 件 数 ( 件 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 0 年  1 1 年  1 2 年  1 3 年  1 4 年  

全 国  1 3 9 8 7  1 3 4 0 3  1 2 6 8 5  1 2 1 0 2  1 1 6 2 7  

北 海 道  6 8 5  6 8 7  5 8 2  6 1 7  5 2 8  

青 森  1 9 4  1 8 7  1 6 5  1 6 6  1 2 3  

岩 手  1 1 7  1 3 4  1 3 7  1 0 8  1 3 1  

宮 城  3 0 1  3 1 7  2 4 0  2 3 2  2 3 2  

秋 田  1 1 8  9 7  1 1 6  8 2  9 9  

山 形  1 0 9  1 2 0  1 0 9  1 0 6  1 0 0  

福 島  2 4 9  2 4 2  2 0 3  1 8 8  1 6 2  

茨 城  3 3 2  3 7 0  3 3 9  3 0 2  2 7 8  

栃 木  2 0 6  2 1 2  1 9 3  1 6 3  1 7 1  

群 馬  2 1 4  2 0 5  2 0 0  2 0 9  2 2 2  

埼 玉  7 7 9  6 8 0  6 8 4  6 5 7  5 8 2  

千 葉  6 5 0  5 7 5  6 0 1  6 0 2  5 8 0  

東 京  1 5 6 6  1 5 6 0  1 5 1 9  1 4 6 0  1 4 3 1  

神 奈 川  8 9 4  8 3 7  7 7 1  7 3 6  7 4 2  

新 潟  2 4 1  2 3 0  2 3 4  1 9 5  2 1 5  

富 山  7 5  7 8  7 6  8 3  7 3  

石 川  9 4  9 8  9 2  6 4  6 6  

福 井  6 4  5 3  5 1  5 7  5 8  

山 梨  8 4  9 0  8 7  6 1  6 2  

長 野  2 1 1  2 1 6  1 9 9  1 9 7  1 9 7  

岐 阜  1 8 8  1 9 3  1 6 6  1 9 5  1 8 6  

静 岡  3 0 0  2 9 6  3 0 6  2 5 9  2 7 3  

愛 知  7 0 5  6 9 3  6 3 0  6 8 6  6 0 2  

三 重  1 8 9  1 5 6  1 4 9  1 8 1  1 2 9  

滋 賀  1 2 5  1 0 8  6 2  8 7  8 0  

京 都  2 5 0  2 0 8  2 1 4  2 0 3  1 8 4  

大 阪  1 1 0 6  1 0 7 4  9 9 2  9 4 8  9 4 1  

兵 庫  6 5 4  5 9 4  6 1 6  4 8 4  5 0 2  

奈 良  1 3 4  1 3 5  1 3 5  9 8  1 0 5  

和 歌 山  9 2  1 2 1  1 1 6  9 7  1 0 2  

鳥 取  7 4  7 8  6 5  6 9  5 0  

島 根  8 5  7 1  6 5  6 5  6 0  

岡 山  2 3 1  2 2 4  1 9 0  1 8 7  1 7 5  

広 島  2 7 5  3 1 6  2 6 1  2 4 7  2 7 0  

山 口  1 4 1  1 2 4  1 5 9  1 3 6  1 2 3  

徳 島  8 8  8 3  6 2  8 7  8 2  

香 川  1 2 6  1 1 3  1 0 8  8 0  9 4  

愛 媛  1 8 9  1 3 3  1 5 5  1 6 3  1 4 2  

高 知  8 3  6 5  1 0 2  1 0 3  8 4  

福 岡  6 1 1  5 7 4  5 3 0  4 8 8  4 7 0  

佐 賀  8 8  9 0  7 1  9 0  5 6  

長 崎  1 7 3  1 6 1  1 4 9  1 5 2  1 3 6  

熊 本  2 1 9  1 8 8  1 6 8  1 6 7  1 7 2  

大 分  1 3 0  1 2 5  1 1 5  1 1 7  9 9  

宮 崎  1 6 4  1 6 1  1 3 3  1 4 0  1 3 0  

鹿 児 島  2 6 7  2 2 6  2 6 0  1 8 3  2 3 0  

沖 縄  1 1 7  1 0 5  1 0 8  1 0 5  9 8  
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表 2 - 2  死 者 数 （ 人 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 0 年  1 1 年  1 2 年  1 3 年  1 4 年  

全 国 総 数  8 0 3  8 1 1  8 4 5  7 6 9  7 7 3  

北 海 道  4 2  2 9  2 7  3 2  3 4  

青 森  2 2  1 3  1 8  1 8  8  

岩 手  1 2  1 3  1 3  1 2  1 2  

宮 城  1 7  2 2  2 5  2 0  2 1  

秋 田  7  1 8  1 2  1 2  2 1  

山 形  1 2  9  1 2  1 0  1 2  

福 島  2 3  2 1  1 8  1 5  2 3  

茨 城  1 8  2 3  2 0  2 1  2 0  

栃 木  1 3  1 9  1 0  7  1 1  

群 馬  1 2  1 5  1 2  1 1  9  

埼 玉  4 1  3 3  3 9  3 3  4 6  

千 葉  4 7  4 0  5 2  3 7  3 3  

東 京  7 1  5 2  7 3  5 6  5 1  

神 奈 川  4 0  5 5  4 2  5 3  3 8  

新 潟  2 0  2 3  2 4  2 0  2 8  

富 山  4  8  1 3  7  9  

石 川  8  7  1 2  2  9  

福 井  4  6  3  2  3  

山 梨  2  3  7  4  3  

長 野  1 1  9  2 1  2 0  1 4  

岐 阜  1 5  7  1 5  1 4  1 1  

静 岡  1 9  2 3  1 2  1 2  2 1  

愛 知  4 3  5 3  3 5  4 2  2 6  

三 重  2 1  1 2  3  1 0  1 0  

滋 賀  5  4  1  7  3  

京 都  1 1  1 6  2 2  1 4  1 4  

大 阪  4 2  5 4  7 2  4 8  4 8  

兵 庫  2 6  2 9  2 9  2 8  2 2  

奈 良  8  1 0  3  9  1 0  

和 歌 山  5  9  6  1 2  8  

鳥 取  3  1  7  5  1  

島 根  1 0  3  5  2  4  

岡 山  2 3  2 5  1 4  1 9  1 5  

広 島  1 9  2 2  1 7  1 7  3 4  

山 口  1 3  8  2 1  1 8  9  

徳 島  2  5  1  6  8  

香 川  6  8  1 0  1 3  7  

愛 媛  1 1  1 3  2 2  2 0  2 0  

高 知  5  3  1 1  1 2  8  

福 岡  2 7  2 6  2 2  2 1  1 8  

佐 賀  4  6  5  9  0  

長 崎  9  1 4  1 4  1 1  1 0  

熊 本  9  1 4  1 4  7  1 5  

大 分  9  1 0  5  3  7  

宮 崎  1 4  4  7  8  1 1  

鹿 児 島  1 6  1 5  1 8  9  2 5  

沖 縄  2  2  1  1  3  
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表 2 - 3  焼 損 床 面 積 ( ㎡ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 1 0 年  1 1 年  1 2 年  1 3 年  1 4 年  

全 国 平 均  4 4 9 8 5 4  4 5 2 3 4 6  4 2 1 4 1 2  4 1 6 1 1 3  3 9 8 6 2 1  

北 海 道  1 7 7 5 1  1 7 4 7 9  1 4 4 5 7  1 6 0 3 1  1 3 6 4 9  

青 森  1 1 1 6 2  1 0 4 9 9  1 2 3 1 1  1 1 6 5 4  7 3 5 4  

岩 手  5 7 5 2  1 2 5 5 8  7 8 4 5  8 9 3 3  1 0 1 4 0  

宮 城  1 1 6 8 7  1 6 5 1 8  9 0 1 6  1 0 8 6 2  9 2 3 2  

秋 田  8 3 5 6  7 6 3 2  9 3 1 0  7 2 3 1  9 0 3 4  

山 形  7 7 0 9  7 6 6 8  7 2 3 4  7 3 9 3  8 2 8 8  

福 島  1 7 0 6 3  1 8 3 3 6  1 3 7 8 8  1 3 7 7 4  1 2 4 5 6  

茨 城  1 7 7 6 3  1 9 7 1 2  1 7 6 0 1  1 8 0 3 3  1 5 0 5 0  

栃 木  8 1 6 5  1 0 7 2 5  9 4 7 0  8 0 9 7  8 8 9 8  

群 馬  9 3 7 9  1 0 6 7 8  8 5 9 5  1 1 9 4 6  1 1 9 9 5  

埼 玉  1 7 2 7 5  1 6 6 3 9  1 5 6 2 9  1 5 4 3 9  1 5 4 4 1  

千 葉  1 8 4 0 7  1 5 7 4 0  1 8 6 4 3  1 8 1 7 7  1 5 2 0 7  

東 京  1 3 7 7 9  1 2 8 4 0  1 2 6 1 2  1 2 0 4 0  1 1 5 4 6  

神 奈 川  1 4 5 9 0  1 3 7 5 6  1 1 0 8 2  1 0 9 9 6  1 0 7 7 5  

新 潟  1 4 0 0 3  1 4 9 7 2  1 3 0 0 3  1 3 0 5 5  1 3 2 4 0  

富 山  3 8 0 1  5 4 1 2  5 5 0 8  6 8 8 3  5 6 3 1  

石 川  3 6 4 2  6 3 1 9  5 2 6 0  2 5 6 2  4 0 3 3  

福 井  3 6 5 7  3 0 0 6  3 2 0 5  2 5 4 1  3 3 3 0  

山 梨  3 1 5 9  4 3 3 1  3 7 7 1  3 0 6 2  3 2 8 6  

長 野  1 0 6 4 9  9 1 8 3  1 0 0 1 9  9 9 5 6  1 1 6 8 9  

岐 阜  8 8 7 0  7 7 8 2  6 6 5 0  9 5 4 4  8 1 4 6  

静 岡  1 0 1 9 2  8 9 0 7  9 0 6 6  8 1 0 8  9 7 0 2  

愛 知  1 5 7 7 8  1 6 9 4 5  1 5 0 4 2  1 5 8 9 6  1 6 9 5 5  

三 重  9 0 5 0  7 1 2 1  6 0 2 0  7 1 7 0  6 1 9 8  

滋 賀  5 0 0 0  3 3 5 6  2 4 5 8  3 7 3 2  3 7 6 6  

京 都  4 9 6 5  7 0 5 3  6 1 5 1  5 1 5 8  6 1 5 3  

大 阪  1 7 3 9 9  1 8 5 8 9  1 9 5 6 6  1 3 4 1 0  1 2 2 2 1  

兵 庫  1 6 4 4 2  1 5 0 2 0  1 6 8 5 6  1 3 3 3 5  1 2 5 1 5  

奈 良  3 3 1 1  4 4 9 6  5 1 0 5  4 2 3 4  5 2 2 2  

和 歌 山  3 5 6 7  5 9 0 3  4 4 6 7  4 0 6 7  4 4 2 4  

鳥 取  4 7 0 3  6 1 4 8  3 7 1 5  4 6 2 0  3 1 7 8  

島 根  6 9 7 8  4 1 2 2  4 3 6 9  3 2 9 1  4 1 3 5  

岡 山  1 3 5 5 4  1 1 4 3 6  8 5 0 6  1 1 3 2 5  9 8 0 3  

広 島  1 0 3 7 6  1 0 8 0 3  9 7 2 9  9 0 5 2  1 0 9 0 0  

山 口  7 3 9 7  6 7 1 5  9 2 9 1  8 7 8 9  6 3 3 2  

徳 島  4 0 0 4  4 0 3 8  2 3 2 9  3 9 3 0  3 4 0 3  

香 川  4 8 9 1  5 7 0 5  7 1 8 0  4 1 4 3  4 4 6 4  

愛 媛  8 4 2 5  5 9 2 0  6 3 5 8  8 2 8 8  6 3 3 8  

高 知  4 4 1 9  2 2 1 7  4 7 3 5  3 7 3 5  3 2 3 3  

福 岡  2 0 6 1 4  1 7 8 5 8  1 9 1 4 0  1 5 6 5 2  1 3 7 9 9  

佐 賀  6 5 1 7  5 9 7 9  4 9 4 2  7 8 4 8  3 4 1 3  

長 崎  7 3 8 4  7 7 6 1  6 2 5 4  7 9 6 7  7 3 7 0  

熊 本  8 9 9 5  8 7 3 4  6 7 6 5  9 1 2 3  9 0 3 4  

大 分  7 2 8 2  6 2 7 4  5 8 3 7  7 9 6 1  4 5 0 9  

宮 崎  8 3 0 4  7 2 2 3  7 2 8 2  7 2 2 2  6 3 8 2  

鹿 児 島  1 1 2 7 5  9 4 2 4  1 2 9 8 3  7 9 5 0  1 4 4 7 3  

沖 縄  2 4 1 3  2 8 1 4  2 2 5 7  1 8 9 8  2 2 7 9  
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図 2 - 1  全 国 で の 火 災 被 害  

	 図 2 - 1より全国規模でみると火災発生件数に関しては、201 0年は

13 9 8 7件から毎年500件あたりの減少が見られ、201 4年には116 2 7件と

なり、201 0年から201 4年までの5年の間でおよそ17％の減少が見られ

た。焼損床面積に関しては201 0年の44 9 8 5 4㎡から201 1年の45 2 3 4 6㎡へ

と249 2㎡、およそ0.4％一度上がっているもののそれ以降は順調に減少

しており、201 4年には398 6 2 1㎡となっている。これは全体的に見て減

少していると言える。しかし、住警器の設置を義務化の目的であった死

者数の減少に関しては、201 3年以降800人以下にはなっているものの波

があり、201 0年から201 2年までは上昇している事なども考えると明確

に減少したとは言えない状態である。	
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	 表2- 1より都道府県ごとに見ると全国規模では明確に減少傾向の見ら

れた火災発生件数であるが、東京都や大阪府など人口が多い都府県は減

少傾向が見える結果となっている。焼損床面積はより地域差が出るもの

の、同じように大きな都市では減少傾向が見える結果となった。死者数

はどの地域でも明確に減少傾向が見える地域はない。	

	 やはり都道府県ごとに見ても、火災発生件数と焼損床面積に関しては

住警器設置の成果は見えるものの、本来の目的である死者数の減少とい

う点についてははまだ成果が見えていない状態である。  
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第３章	 死者数の比較	

	 都道府県ごとに死者数はどのような傾向があるのか。火 災 報 告 か ら 得

ら れ た 死 者 の デ ー タ に 関 し て 、 各 都 道 府 県 の 人 口 や 6 5 歳 以 上 の 割 合 、 設 置

率 、 条 例 な ど を 用 い て 比 較 す る 。 	

	

3 . 1 	 人口10万人あたりの死者数	

 死者数が多いのは東京都であった。しかし、これはもちろんそもそも

人口が圧倒的に多いことを考慮しなくてはならない。そこで各都道府県

の人口に対する死者数で比較するために、5年間の人口10万人あたりの

死者数(表3- 1 )を算出した。上位5県を	 	 	 下位5県を で表

記。	
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表 3 - 1  人 口 1 0 万 人 あ た り の 死 者 数 ( 人 / 1 0 万 人 )  

	  1 0 年  1 1 年  1 2 年  1 3 年  1 4 年  5 年間の平均  
全国平均  0 . 6 3  0 . 6 4  0 . 6 6  0 . 6 0  0 . 6 1  0 . 6 3  
北海道  0 . 7 6  0 . 5 3  0 . 4 9  0 . 5 9  0 . 6 3  0 . 6 0  
青森  1 . 6 0  0 . 9 5  1 . 3 3  1 . 3 5  0 . 6 1  1 . 1 7  
岩手  0 . 9 0  0 . 9 9  1 . 0 0  0 . 9 3  0 . 9 3  0 . 9 5  
宮城  0 . 7 2  0 . 9 5  1 . 0 8  0 . 8 6  0 . 9 0  0 . 9 0  
秋田  0 . 6 4  1 . 6 7  1 . 1 3  1 . 1 4  2 . 0 2  1 . 3 2  
山形  1 . 0 3  0 . 7 8  1 . 0 4  0 . 8 8  1 . 0 6  0 . 9 6  
福島  1 . 1 3  1 . 0 6  0 . 9 2  0 . 7 7  1 . 1 9  1 . 0 1  
茨城  0 . 6 1  0 . 7 8  0 . 6 8  0 . 7 1  0 . 6 8  0 . 6 9  
栃木  0 . 6 5  0 . 9 5  0 . 5 0  0 . 3 5  0 . 5 6  0 . 6 0  
群馬  0 . 6 0  0 . 7 5  0 . 6 0  0 . 5 5  0 . 4 6  0 . 5 9  
埼玉  0 . 5 7  0 . 4 6  0 . 5 4  0 . 4 5  0 . 6 4  0 . 5 3  
千葉  0 . 7 8  0 . 6 4  0 . 8 4  0 . 6 0  0 . 5 3  0 . 6 8  
東京  0 . 5 4  0 . 3 9  0 . 5 5  0 . 4 2  0 . 3 8  0 . 4 6  
神奈川  0 . 4 4  0 . 6 1  0 . 4 6  0 . 5 8  0 . 4 2  0 . 5 0  
新潟  0 . 8 4  0 . 9 7  1 . 0 2  0 . 8 6  1 . 2 1  0 . 9 8  
富山  0 . 3 7  0 . 7 4  1 . 2 0  0 . 6 5  0 . 8 4  0 . 7 6  
石川  0 . 6 8  0 . 6 0  1 . 0 3  0 . 1 7  0 . 7 8  0 . 6 5  
福井  0 . 5 0  0 . 7 5  0 . 3 8  0 . 2 5  0 . 3 8  0 . 4 5  
山梨  0 . 2 3  0 . 3 5  0 . 8 2  0 . 4 7  0 . 3 6  0 . 4 5  
長野  0 . 5 1  0 . 4 2  0 . 9 8  0 . 9 4  0 . 6 6  0 . 7 0  
岐阜  0 . 7 2  0 . 3 4  0 . 7 2  0 . 6 8  0 . 5 4  0 . 6 0  
静岡  0 . 5 0  0 . 6 1  0 . 3 2  0 . 3 2  0 . 5 7  0 . 4 6  
愛知  0 . 5 8  0 . 7 1  0 . 4 7  0 . 5 6  0 . 3 5  0 . 5 3  
三重  1 . 1 3  0 . 6 5  0 . 1 6  0 . 5 5  0 . 5 5  0 . 6 1  
滋賀  0 . 3 5  0 . 2 8  0 . 0 7  0 . 4 9  0 . 2 1  0 . 2 8  
京都  0 . 4 2  0 . 6 1  0 . 8 4  0 . 5 3  0 . 5 4  0 . 5 9  
大阪  0 . 4 7  0 . 6 1  0 . 8 1  0 . 5 4  0 . 5 4  0 . 5 9  
兵庫  0 . 4 7  0 . 5 2  0 . 5 2  0 . 5 0  0 . 4 0  0 . 4 8  
奈良  0 . 5 7  0 . 7 2  0 . 2 2  0 . 6 5  0 . 7 3  0 . 5 8  
和歌山  0 . 5 0  0 . 9 0  0 . 6 1  1 . 2 3  0 . 8 2  0 . 8 1  
鳥取  0 . 5 1  0 . 1 7  1 . 2 0  0 . 8 7  0 . 1 7  0 . 5 8  
島根  1 . 3 9  0 . 4 2  0 . 7 1  0 . 2 8  0 . 5 7  0 . 6 7  
岡山  1 . 1 8  1 . 2 9  0 . 7 2  0 . 9 8  0 . 7 8  0 . 9 9  
広島  0 . 6 6  0 . 7 7  0 . 6 0  0 . 6 0  1 . 2 0  0 . 7 7  
山口  0 . 9 0  0 . 5 5  1 . 4 7  1 . 2 7  0 . 6 4  0 . 9 7  
徳島  0 . 2 5  0 . 6 4  0 . 1 3  0 . 7 8  1 . 0 5  0 . 5 7  
香川  0 . 6 0  0 . 8 1  1 . 0 1  1 . 3 2  0 . 7 1  0 . 8 9  
愛媛  0 . 7 7  0 . 9 1  1 . 5 5  1 . 4 2  1 . 4 3  1 . 2 2  
高知  0 . 6 5  0 . 4  1 . 4 6  1 . 6 1  1 . 0 8  1 . 0 4  
福岡  0 . 5 3  0 . 5 1  0 . 4 3  0 . 4 1  0 . 3 5  0 . 4 5  
佐賀  0 . 4 7  0 . 7 1  0 . 5 9  1 . 0 7  0 . 0 0  0 . 5 7  
長崎  0 . 6 3  0 . 9 9  0 . 9 9  0 . 7 9  0 . 7 2  0 . 8 2  
熊本  0 . 5 0  0 . 7 7  0 . 7 7  0 . 3 9  0 . 8 4  0 . 6 5  
大分  0 . 7 5  0 . 8 4  0 . 4 2  0 . 2 5  0 . 6 0  0 . 5 7  
宮崎  1 . 2 3  0 . 3 5  0 . 6 2  0 . 7 1  0 . 9 9  0 . 7 8  
鹿児島  0 . 9 4  0 . 8 8  1 . 0 7  0 . 5 4  1 . 4 5  0 . 9 8  
沖縄  0 . 1 4  0 . 1 4  0 . 0 7  0 . 0 7  0 . 2 1  0 . 1 3  



 14 

	 都道府県ごとに人口10万人あたりの死者数が最も多いのは秋田県で

1.3 2人となった。これは全国平均の0.6 3人の倍以上であり、最も少な

い沖縄県の0.1 3人の約10倍である。しかし、この沖縄の0.1 3人という

のは特異的な値であり、全国平均の1/5ほどである。次に少ないのは滋

賀県の0.2 8人であり、その次は福井県、山梨県、福岡県が同じ0.4 5人

である。これ以降はより全国平均と近い値になることから沖縄が特異的

な数値であることがわかる。全体的に人口の多い都道府県では人口十万

人当たりの死者数が少ない傾向にある結果となった。	
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3 . 2 	 年齢で比較する死者数	

3. 2 . 1 	 6 5歳以上の割合と死者数		

	 住 宅 火 災 に よ る 死 者 の 約 7 割 が 6 5 歳 以 上 の 高 齢 者 で あ る と い う こ と で 、 6 5

歳 以 上 の 割 合 の 多 い 地 域 は 死 者 数 が 多 い の か 。 都 道 府 県 ご と の 6 5 歳 以 上 の

割 合 上 位 ５ 県 と 下 位 ５ 県 の 人 口 1 0 万 人 あ た り の 死 者 数 の 比 較 を す る 。 6 5 歳 以

上 の 割 合 が 多 い 都 道 府 県 の 上 位 は 秋 田 、 高 知 、 島 根 、 山 口 、 和 歌 山 で あ り 、  

下 位 は 滋 賀 、 神 奈 川 、 愛 知 、 東 京 、 沖 縄 と な っ て い る 。  
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図 3 - 2 - 1  6 5 歳 以 上 の 割 合 上 位 5 県 の 人 口 1 0 万 人 あ た り の 死 者 数  

表 3 - 2 - 1  6 5 歳 以 上 の 割 合 ( 下 段 ) 上 位 5 県 の 人 口 1 0 万 人 あ た り の 死 者 数 ( 上 段 )  

	  1 0 年  1 1 年  1 2 年  1 3 年  1 4 年  
全国平均  0 . 6 3  0 . 6 4  0 . 6 6  0 . 6 0  0 . 6 1  

 2 3 . 0  2 3 . 3  2 4 . 1  2 5 . 1  2 6 . 0  
秋田  0 . 6 4  1 . 6 7  1 . 1 3  1 . 1 4  2 . 0 2  

 2 9 . 7 	 2 9 . 7  3 0 . 7  3 1 . 5  3 2 . 7  
高知  0 . 6 5  0 . 4 0  1 . 4 6  1 . 6 1  1 . 0 8  

 2 8 . 9 	 2 9 . 0  3 0 . 1  3 1 . 1  3 2 . 1  
島根  1 . 3 9  0 . 4 2  0 . 7 1  0 . 2 8  0 . 5 7  

 2 9 . 0 	 2 9 . 1  3 0 . 0  3 0 . 9  3 1 . 7  
山口  0 . 9 0  0 . 5 5  1 . 4 7  1 . 2 7  0 . 6 4  

 2 7 . 9 	 2 8 . 2  2 9 . 2  3 0 . 2  3 1 . 3  
和歌山  0 . 5 0  0 . 9 0  0 . 6 1  1 . 2 3  0 . 8 2  
	  2 7 . 3 	 2 7 . 5  2 8 . 4  2 9 . 4  3 0 . 5  

 6 5 歳 以 上 の 割 合 上 位 ５ 県 の 人 口 1 0 万 人 あ た り の 死 者 数 は 、 島 根 県 が 全 国

平 均 を 下 回 る 件 数 が 下 回 っ た も の の 、 秋 田 県 が 1 1 年 以 降 全 国 平 均 の 2 倍 近 く

や そ れ 以 上 の 値 に な る な ど 波 は あ る も の の 全 体 的 に 全 国 平 均 を 上 回 る 結 果 と

な っ た 。 や は り 6 5 歳 以 上 の 割 合 が 高 い 県 は 火 災 に よ る 死 者 数 も 多 い 傾 向 に あ

る こ と が わ か る 。  
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図 3 - 2 - 2  6 5 歳 以 上 の 割 合 下 位 5 県 の 人 口 1 0 万 人 あ た り の 死 者 数  

表 3 - 2 - 2  6 5 歳 以 上 の 割 合 ( 下 段 ) 下 位 5 県 の 人 口 1 0 万 人 あ た り の 死 者 数 ( 上 段 )  

	  1 0 年  1 1 年  1 2 年  1 3 年  1 4 年  
全国平均  0 . 6 3  0 . 6 4  0 . 6 6  0 . 6 0  0 . 6 1  

 2 3 . 0 	 2 3 . 3  2 4 . 1  2 5 . 1  2 6 . 0  
滋賀  0 . 3 5  0 . 2 8  0 . 0 7  0 . 4 9  0 . 2 1  

 2 0 . 6 	 2 0 . 9  2 1 . 6  2 2 . 5  2 3 . 4  
神奈川  0 . 4 4  0 . 6 1  0 . 4 6  0 . 5 8  0 . 4 2  

 2 0 . 2 	 2 0 . 6  2 1 . 5  2 2 . 4  2 3 . 3  
愛知  0 . 5 8  0 . 7 1  0 . 4 7  0 . 5 6  0 . 3 5  

 2 0 . 3 	 2 0 . 6  2 1 . 4  2 2 . 3  2 3 . 2  
東京  0 . 5 4  0 . 3 9  0 . 5 5  0 . 4 2  0 . 3 8  

 2 0 . 4 	 2 0 . 6  2 1 . 3  2 1 . 9  2 2 . 5  
沖縄  0 . 1 4  0 . 1 4  0 . 0 7  0 . 0 7  0 . 2 1  
	  1 7 . 4 	 1 7 . 3  1 7 . 7  1 8 . 4  1 9 . 0  

	 下 位 ５ 件 に 関 し て は 愛 知 県 が 1 1 年 に 全 国 平 均 を 上 回 っ て い る も の の 、 そ の

他 で は 全 て 下 回 っ て お り 、 特 に 沖 縄 県 で は 著 し く 低 い 値 と な っ た 。 や は り こ ち

ら で も 6 5 歳 以 上 の 割 合 が 低 い 県 で は 死 者 数 も 少 な い 結 果 と な っ た 。 6 5 歳 以

上 の 割 合 に よ っ て 火 災 に よ る 死 者 数 も 変 わ る と 言 っ た 関 連 性 の 見 え る 結 果 と

な っ た 。  
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3 . 2 . 2 	 年齢層ごとの死者数  

  し か し 、 そ も そ も 6 5 歳 以 上 の 割 合 で 比 較 し た が 、 比 較 す る の は 6 5 歳 以 上 で

の 比 較 が 適 切 な の か 。 多 く の 文 献 で は 6 5 歳 以 上 の 高 齢 者 に つ い て 記 載 さ れ

て い る 。 一 般 的 に 高 齢 者 と い う の が 6 5 歳 以 上 の 方 々 を 指 す 。 た だ 「 高 齢 者 は

火 災 に よ る 死 者 数 が 多 い 」 と 表 現 す る 際 に わ か り や す い が た め に 比 較 し て い

る だ け で 実 際 に 死 者 数 が 多 く な る の は 違 う 年 代 な の で は な い か 。 実 際 の 死 者

の 割 合 が 高 い の は ど の 年 齢 な の か 、 火 災 に よ る 死 者 の 年 齢 層 ご と の 比 率 ( 全

体 の 死 者 数 を 年 齢 層 ご と の 死 者 数 の 割 合 ) を 2 0 1 4 年 の 死 者 数 で 算 出 し た 。 結

果 は 次 の グ ラ フ の よ う に な っ た 。

 

図 3 . 2  年 齢 層 ご と の 死 者 数 の 割 合   

	 年齢層ごとに比較すると実際に最も割合が上がるのは81歳以上である

が、これは81歳以上の全ての年齢が含まれているのでどうしても高くな

ってしまう。そこで、それまでと比較し4.6％と大きく上昇した76〜80

歳に着目し、都道府県ごとの75歳以上の割合でもう一度比較する。	
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3 . 2 . 3 	 7 5歳以上の割合と死者数

	

図 3 - 2 - ４  7 5 歳 以 上 の 割 合 上 位 5 件 の 死 者 数  

表 3 - 2 - 3  7 5 歳 以 上 の 割 合 上 位 5 件 の 死 者 数  

	 7 5歳以上の割合上位5県は秋田、島根、高知、山形、岩手となった。

山口と和歌山は1年ずつ全国平均を下回る年があったが山形、岩手はす

べての年で全国平均を上回る結果となった。そのことにより65以上の割

合で比較したものよりも、75歳以上の割合で比較したものの方がより関

連性の高い結果となった。	
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	  1 0 年  1 1 年  1 2 年  1 3 年  1 4 年  
全国平均  0 . 6 3  0 . 6 4  0 . 6 6  0 . 6 0  0 . 6 1  

 1 1 . 1  1 1 . 5  1 1 . 9  1 2 . 3  1 2 . 5  
秋田  0 . 6 4  1 . 6 7  1 . 1 3  1 . 1 4  2 . 0 2  

 1 6 . 2  1 6 . 8  1 7 . 3  1 7 . 8  1 8 . 1  
島根  1 . 3 9  0 . 4 2  0 . 7 1  0 . 2 8  0 . 5 7  

 1 6 . 6  1 7 . 0  1 7 . 4  1 7 . 6  1 7 . 7  
高知  0 . 6 5  0 . 4 0  1 . 4 6  1 . 6 1  1 . 0 8  

 1 6 . 0  1 6 . 3  1 6 . 6  1 6 . 9  1 7 . 0  
山形  1 . 0 3  0 . 7 8  1 . 0 4  0 . 8 8  1 . 0 6  

 1 5 . 5  1 5 . 8  1 6 . 2  1 6 . 5  1 6 . 7  
岩手  0 . 9 0  0 . 9 9  1 . 0 0  0 . 9 3  0 . 9 3  

 1 4 . 4  1 4 . 9  1 5 . 3  1 5 . 7  1 6 . 0  
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図 3 - 2 - 5  7 5 歳 以 上 の 割 合 下 位 5 件 の 死 者 数  

表 3 - 2 - 4  7 5 歳 以 上 の 割 合 下 位 5 件 の 死 者 数  

6 5歳以上の割合上位5県は滋賀、神奈川、愛知、東京、沖縄であった

が、75歳以上の割合上位5県は滋賀、東京、神奈川、埼玉、沖縄となっ

た。こちらは神奈川と東京の順番が変わったことと、愛知が埼玉に変わ

ったが全体的には似たようなグラフとなったが、同じように年齢と死者

数には関連性のある結果となった。	
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	  1 0 年  1 1 年  1 2 年  1 3 年  1 4 年  
全国平均	 0 . 6 3  0 . 6 4  0 . 6 6  0 . 6 0  0 . 6 1  

	  1 1 . 1  1 1 . 5  1 1 . 9  1 2 . 3  1 2 . 5  
滋賀	 0 . 3 5  0 . 2 8  0 . 0 7  0 . 4 9  0 . 2 1  

	  1 0 . 1  1 0 . 4  1 0 . 7  1 0 . 9  1 1 . 0  
東京	 0 . 5 4  0 . 3 9  0 . 5 5  0 . 4 2  0 . 3 8  
	  9 . 4  9 . 8  1 0 . 2  1 0 . 5  1 0 . 7  
神奈川	 0 . 4 4  0 . 6 1  0 . 4 6  0 . 5 8  0 . 4 2  
	  8 . 8  9 . 2  9 . 7  1 0 . 1  1 0 . 5  
埼玉	 0 . 5 7  0 . 4 6  0 . 5 4  0 . 4 5  0 . 6 4  
	  8 . 2  8 . 7  9 . 2  9 . 7  1 0 . 1  
沖縄	 0 . 1 4  0 . 1 4  0 . 0 7  0 . 0 7  0 . 2 1  
	 	 8 . 7  9 . 0  9 . 4  9 . 7  9 . 9  
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	 総括すると、都道府県ごとの65歳以上の割合と死者数には関連性が見

られ、より死者率の上がる75歳以上の割合で比較するとより関連性が明

確に見られる結果となった。やはり高齢者の多い地域では火災による死

者も多くなる結果となった。	
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3 . 3 	 住警器の設置率による比較	

	 そ も そ も 住 警 器 を 設 置 す れ ば 、 死 者 数 が 減 る と い う こ と で 設 置 の 義 務 化 が さ

れ た 。 そ れ な ら ば 、 住 警 器 の 設 置 率 の 高 い 地 域 で は 死 者 数 が 少 な い 傾 向 に

な る と 考 え ら れ る 。 以 下 が 住 警 器 設 置 率 の 都 道 府 県 ご と の 推 移 と 5 年 間 で の

上 昇 で あ る 。 こ こ で い う 設 置 率 と は 、市町村ごとの条例により設置の義務付

けられている住宅の部分のうち、一箇所以  上設置されている世帯の全世

帯に占める割合である。この調査は、消防庁が訪問調査（原則として無

作為に選出された調査世帯に対して調査員が訪問を行い調査する）によ

る標本調査をしたものであり、一定の誤差を含むものである。   
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          表 3 - 3  住 警 器 設 置 率 ( ％ ) の 推 移  

 

	  1 0 年  1 1 年  1 2 年  1 3 年  1 4 年  5 年間の上昇  
全国平均  5 8 . 4  7 1 . 1  7 7 . 5  7 9 . 8  7 9 . 6  2 1 . 2  
北海道  6 2 . 5  7 2 . 5  7 8 . 8  8 2 . 7  8 4 . 8  2 2 . 3  
青森  6 9 . 1  7 1 . 2  7 6 . 0  7 6 . 4  6 8 . 3  - 0 . 8  
岩手  5 0 . 0  6 1 . 0  6 9 . 2  7 4 . 2  8 7 . 5  3 7 . 5  
宮城  7 8 . 7  8 7 . 2  8 8 . 1  8 6 . 9  8 8 . 3  9 . 6  
秋田  4 0 . 6  6 2 . 3  7 5 . 8  7 8 . 9  7 8 . 5  3 7 . 9  
山形  4 0 . 0  6 4 . 8  7 9 . 5  8 1 . 9  7 9 . 3  3 9 . 3  
福島  4 6 . 2  6 0 . 5  7 1 . 4  7 4 . 6  7 3 . 1  2 6 . 9  
茨城  4 5 . 0  5 4 . 9  5 9 . 5  6 4 . 3  6 9 . 6  2 4 . 6  
栃木  5 8 . 3  6 4 . 6  6 8 . 3  7 1 . 8  6 7 . 2  8 . 9  
群馬  5 7 . 3  6 3 . 4  6 9 . 0  7 4 . 8  6 8 . 4  1 1 . 1  
埼玉  5 9 . 3  6 5 . 7  7 0 . 6  7 5 . 0  7 2 . 5  1 3 . 2  
千葉  6 0 . 7  6 7 . 7  7 1 . 7  7 3 . 9  7 4 . 5  1 3 . 8  
東京  7 6 . 9  8 8 . 2  8 1 . 8  8 2 . 7  8 5 . 3  8 . 4  
神奈川  5 0 . 9  7 0 . 6  8 0 . 2  8 3 . 5  8 4 . 4  3 3 . 5  
新潟  4 2 . 9  6 0 . 1  8 0 . 8  8 3 . 5  8 1 . 9  3 9 . 0  
富山  7 0 . 6  8 8 . 2  8 2 . 4  8 3 . 9  8 6 . 9  1 6 . 3  
石川  7 7 . 6  8 2 . 2  8 3 . 7  8 6 . 0  8 7 . 6  1 0 . 0  
福井  4 7 . 9  7 7 . 6  9 0 . 2  9 1 . 8  9 4 . 5  4 6 . 6  
山梨  3 4 . 4  5 3 . 8  6 8 . 3  7 2 . 0  6 8 . 8  3 4 . 4  
長野  6 1 . 1  6 9 . 6  7 2 . 2  7 6 . 9  7 9 . 4  1 8 . 3  
岐阜  4 3 . 5  6 1 . 1  7 1 . 3  7 8 . 8  8 0 . 5  3 7 . 0  
静岡  6 3 . 3  6 5 . 6  7 0 . 4  7 2 . 9  8 4 . 3  2 1 . 0  
愛知  7 2 . 9  7 7 . 8  8 1 . 4  8 1 . 6  7 7 . 8  4 . 9  
三重  6 1 . 9  6 8 . 7  7 3 . 0  7 5 . 1  7 6 . 8  1 4 . 9  
滋賀  4 8 . 2  6 8 . 7  7 7 . 7  7 8 . 8  8 3 . 7  3 5 . 5  
京都  6 8 . 3  8 1 . 9  8 7 . 7  8 0 . 9  8 3 . 9  1 5 . 6  
大阪  5 3 . 6  7 0 . 7  8 0 . 1  8 2 . 9  8 2 . 6  2 9 . 0  
兵庫  5 7 . 5  7 2 . 1  8 2 . 3  8 3 . 8  8 2 . 6  2 5 . 1  
奈良  5 0 . 5  6 0 . 7  6 7 . 7  7 1 . 1  7 5 . 3  2 4 . 8  
和歌山  5 1 . 1  6 9 . 0  8 0 . 1  8 2 . 2  8 2 . 1  3 1 . 0  
鳥取  3 9 . 4  5 8 . 3  7 5 . 3  7 9 . 0  8 3 . 7  4 4 . 3  
島根  3 5 . 8  6 5 . 5  7 8 . 0  8 0 . 2  8 1 . 5  4 5 . 7  
岡山  4 3 . 7  5 9 . 1  7 4 . 4  7 7 . 2  6 0 . 7  1 7 . 0  
広島  4 9 . 6  6 8 . 0  8 2 . 6  8 5 . 2  8 7 . 9  3 8 . 3  
山口  4 3 . 1  6 6 . 4  8 2 . 4  8 5 . 9  8 6 . 8  4 3 . 7  
徳島  4 0 . 1  6 0 . 0  6 8 . 7  7 1 . 0  6 9 . 8  2 9 . 7  
香川  4 2 . 7  6 2 . 7  7 0 . 4  7 6 . 3  7 6 . 5  3 3 . 8  
愛媛  3 8 . 6  5 4 . 2  6 9 . 8  7 6 . 3  8 2 . 9  4 4 . 3  
高知  3 4 . 1  5 8 . 6  6 8 . 0  6 7 . 6  7 1 . 8  3 7 . 7  
福岡  6 9 . 9  7 8 . 2  8 2 . 2  8 1 . 5  7 2 . 6  2 . 7  
佐賀  4 4 . 6  6 3 . 5  7 6 . 3  7 7 . 7  6 7 . 5  2 2 . 9  
長崎  6 9 . 4  7 8 . 1  8 3 . 5  8 2 . 2  7 9 . 5  1 0 . 1  
熊本  4 6 . 3  6 5 . 4  7 6 . 9  8 0 . 1  8 2 . 7  3 6 . 4  
大分  3 5 . 1  6 9 . 2  8 2 . 0  8 8 . 0  8 1 . 0  4 5 . 9  
宮崎  3 9 . 6  5 7 . 3  7 0 . 0  7 5 . 5  7 4 . 2  3 4 . 6  
鹿児島  5 3 . 7  7 0 . 8  8 2 . 7  8 5 . 1  8 9 . 4  3 5 . 7  
沖縄  3 4 . 6  5 1 . 3  6 0 . 4  6 7 . 4  6 3 . 4  2 8 . 8  
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 全 国 平 均 で 見 る と 2 0 1 0 年 は 5 8 . 4 ％ か ら 始 ま り 、 本 来 設 置 の 猶 予 期 間 の 期

限 で あ る 2 0 1 1 年 の 設 置 率 は ま だ ７ 1 . 1 ％ で あ っ た 。 し か し 2 0 1 4 年 に は 7 9 . 6 ％

に な り 、 5 年 間 で 2 1 . 2 ％ 上 昇 し た 。 都 道 府 県 ご と に 見 る と 、 2 0 1 4 の 時 点 で 最 も

設 置 率 が 高 い の は 福 井 県 の 9 4 . 5 ％ で 唯 一 の 9 0 ％ 越 え と な っ て い る 。 さ ら に 福

井 県 は 2 0 1 0 年 の 時 点 で は 4 7 . 9 ％ と 全 国 平 均 と 比 べ 1 0 ％ 以 上 低 か っ た も の

の 、 そ こ か ら 2 0 1 1 年 ま で の 1 年 間 に 3 0 ％ ほ ど 上 昇 し 、 5 年 間 で 4 6 . 6 ％ と 上 昇

度 で も 最 も 高 い 数 値 と な っ た 。 逆 に 最 も 設 置 率 が 低 い の は 岡 山 県 で あ り 、

2 0 1 4 年 時 点 で 6 0 . 7 ％ と な っ て い る 。  

  

3 . 3 . 1 	 設置率と死者数の比較	 	

 そ こ で こ こ か ら 住 警 器 の 設 置 率 の 上 位 ５ 県 の 福 井 、 鹿 児 島 、 宮 城 、 広 島 、 石

川 と 下 位 5 県 の 群 馬 、 佐 賀 、 栃 木 、 沖 縄 、 岡 山 を 人 口 1 0 万 人 あ た り の 死 者 数

で 比 較 し た 。  
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図 3 - 3 - 1  設 置 率 上 位 5 県 の 人 口 1 0 万 人 あ た り の 死 者 数  

表 3 - 3 - 1  設 置 率 上 位 5 県 の 人 口 1 0 万 人 あ た り の 死 者 数  

 他 の 県 と 比 べ 人 口 1 0 万 人 あ た り の 死 者 数 は 設 置 率 が 最 も 高 い 福 井 県 が 1 1

年 は 高 く な っ た も の の そ れ 以 降 は か な り 低 い 値 と な っ た 。 し か し 広 島 、 石 川 は

お お よ そ 全 国 平 均 と 大 差 な い 値 と な り 、 鹿 児 島 、 宮 城 に い た っ て は 多 く の 年 で

全 国 平 均 を 上 回 っ て し ま っ て い る 。  
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全国平均 福井 鹿児島 宮城 広島 石川

	 	 1 0 年 	 1 1 年	 1 2 年	 1 3 年	 1 4 年	

全国平均	 0 . 6 3 	 0 . 6 4 	 0 . 6 6 	 0 . 6 0 	 0 . 6 1 	

	 	 5 8 . 4 	 7 1 . 1 	 7 7 . 5 	 7 9 . 8 	 7 9 . 6 	

福井	 0 . 5 0 	 0 . 7 5 	 0 . 3 8 	 0 . 2 5 	 0 . 3 8 	

	 	 4 7 . 9 	 7 7 . 6 	 9 0 . 2 	 9 1 . 8 	 9 4 . 5 	

鹿児島	 0 . 9 4 	 0 . 8 8 	 1 . 0 7 	 0 . 5 4 	 1 . 4 5 	

	 	 5 3 . 7 	 7 0 . 8 	 8 2 . 7 	 8 5 . 1 	 8 9 . 4 	

宮城	 0 . 7 2 	 0 . 9 5 	 1 . 0 8 	 0 . 8 6 	 0 . 9 	

	 	 7 8 . 7 	 8 7 . 2 	 8 8 . 1 	 8 6 . 9 	 8 8 . 3 	

広島	 0 . 6 6 	 0 . 7 7 	 0 . 6 0 	 0 . 6 0 	 1 . 2 0 	

	 	 4 9 . 6 	 6 8 . 0 	 8 2 . 6 	 8 5 . 2 	 8 7 . 9 	

石川	 0 . 6 8 	 0 . 6 0 	 1 . 0 3 	 0 . 1 7 	 0 . 7 8 	

	 	 7 7 . 6 	 8 2 . 2 	 8 3 . 7 	 8 6 . 0 	 8 7 . 6 	
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表 3 - 3 - 2  設 置 率 下 位 5 県 の 人 口 1 0 万 人 あ た り の 死 者 数  

表 3 - 3 - 2  設 置 率 下 位 5 県 の 人 口 1 0 万 人 あ た り の 死 者 数  

	  1 0 年  1 1 年  1 2 年  1 3 年  1 4 年  
全国平均  0 . 6 3  0 . 6 4  0 . 6 6  0 . 6  0 . 6 1  

 5 8 . 4  7 1 . 1  7 7 . 5  7 9 . 8  7 9 . 6  
群馬  0 . 6 0  0 . 7 5  0 . 6 0  0 . 5 5  0 . 4 6  
	  5 7 . 3  6 3 . 4  6 9  7 4 . 8  6 8 . 4  
佐賀  0 . 4 7  0 . 7 1  0 . 5 9  1 . 0 7  0 . 0 0  
	  4 4 . 6  6 3 . 5  7 6 . 3  7 7 . 7  6 7 . 5  
栃木  0 . 6 5  0 . 9 5  0 . 5 0  0 . 3 5  0 . 5 6  
	  5 8 . 3  6 4 . 6  6 8 . 3  7 1 . 8  6 7 . 2  
沖縄  0 . 1 4  0 . 1 4  0 . 0 7  0 . 0 7  0 . 2 1  
	  3 4 . 6  5 1 . 3  6 0 . 4  6 7 . 4  6 3 . 4  
岡山  1 . 1 8  1 . 2 9  0 . 7 2  0 . 9 8  0 . 7 8  
	  4 3 . 7  5 9 . 1  7 4 . 4  7 7 . 2  6 0 . 7  

 設 置 率 の 下 位 5 県 を 見 る と 、 設 置 率 が 最 も 低 い 岡 山 で は 減 少 傾 向 は 見 ら れ

る も の の や は り ど の 年 も 全 国 平 均 よ り 高 い 値 と な っ て い る 。 し か し そ の 他 の 都

道 府 県 は と い う と 全 国 平 均 と 比 べ は っ き り と 高 い 値 と な ら な か っ た 。 も ち ろ ん 県

ご と に 設 置 率 と は ま た 違 う 要 因 が 関 係 し て い る こ と で あ ろ う も の の 、 必 ず し も 住

警 器 の 設 置 率 が 高 け れ ば 人 口 あ た り の 死 者 数 が 低 く な る と い う こ と で は な い と

言 え る だ ろ う 。  
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3 . 3 . 2 	 人口あたりの死者数と設置率の比較  

 で は 逆 に し て も 関 連 性 は 見 ら れ な い の か 。 人 口 1 0 万 人 あ た り の 死 者 数 が 多

い 上 位 5 県 で 設 置 率 を 比 較 し た 。

 

図 3 - 3 - 3  人 口 1 0 万 人 あ た り の 死 者 数 上 位 5 県 の 設 置 率  

表 3 - 3 - 3  人 口 1 0 万 人 あ た り の 死 者 数 上 位 5 県 の 設 置 率  

	  1 0 年  1 1 年  1 2 年  1 3 年  1 4 年  
全国平均  5 8 . 4  7 1 . 1  7 7 . 5  7 9 . 8  7 9 . 6  

 0 . 6 3  0 . 6 4  0 . 6 6  0 . 6 0  0 . 6 1  
秋田  4 0 . 6  6 2 . 3  7 5 . 8  7 8 . 9  7 8 . 5  

 0 . 6 4  1 . 6 7  1 . 1 3  1 . 1 4  2 . 0 2  
鹿児島  5 3 . 7  7 0 . 8  8 2 . 7  8 5 . 1  8 9 . 4  
	  0 . 9 4  0 . 8 8  1 . 0 7  0 . 5 4  1 . 4 5  
愛媛  3 8 . 6  5 4 . 2  6 9 . 8  7 6 . 3  8 2 . 9  

 0 . 7 7  0 . 9 1  1 . 5 5  1 . 4 2  1 . 4 3  
新潟  4 2 . 9  6 0 . 1  8 0 . 8  8 3 . 5  8 1 . 9  
	  0 . 8 4  0 . 9 7  1 . 0 2  0 . 8 6  1 . 2 1  
広島  4 9 . 6  6 8 . 0  8 2 . 6  8 5 . 2  8 7 . 9  
	  0 . 6 6  0 . 7 7  0 . 6 0  0 . 6 0  1 . 2 0  

 2 0 1 0 年 時 点 で は 全 5 県 が 全 国 平 均 を 下 回 っ て い る が 、 い ず れ も 設 置 率 が

2 0 1 4 年 ま で に 大 き く 上 が っ て お り 、 結 果 的 に 人 口 あ た り の 死 者 数 1 位 の 秋 田
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の み が 多 少 下 回 っ て も の の 、 そ の 他 は 全 国 平 均 を 上 回 る 結 果 と な っ た 。 死 者

数 と 設 置 率 に 関 係 な い ど こ ろ か 、 こ こ だ け を 見 る と 設 置 率 が 高 い と 死 者 数 も 増

え る の で は な い か と 言 う よ う に も 見 え る よ う な 結 果 と な っ た 。  
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図 3 - 3 - 4  人 口 1 0 万 人 あ た り の 死 者 数 下 位 6 県 の 設 置 率  

表 3 - 3 - 4  人 口 1 0 万 人 あ た り の 死 者 数 ( 下 段 ) 下 位 6 県 の 設 置 率 ( 上 段 )  

	  1 0 年  1 1 年  1 2 年  1 3 年  1 4 年  
全国平均  5 8 . 4  7 1 . 1  7 7 . 5  7 9 . 8  7 9 . 6  
	  0 . 6 3  0 . 6 4  0 . 6 6  0 . 6 0  0 . 6 1  
愛知  7 2 . 9  7 7 . 8  8 1 . 4  8 1 . 6  7 7 . 8  

 0 . 5 8  0 . 7 1  0 . 4 7  0 . 5 6  0 . 3 5  
福岡  6 9 . 9  7 8 . 2  8 2 . 2  8 1 . 5  7 2 . 6  
	  0 . 5 3  0 . 5 1  0 . 4 3  0 . 4 1  0 . 3 5  
滋賀  4 8 . 2  6 8 . 7  7 7 . 7  7 8 . 8  8 3 . 7  

 0 . 3 5  0 . 2 8  0 . 0 7  0 . 4 9  0 . 2 1  
沖縄  3 4 . 6  5 1 . 3  6 0 . 4  6 7 . 4  6 3 . 4  
	  0 . 1 4  0 . 1 4  0 . 0 7  0 . 0 7  0 . 2 1  
鳥取  3 9 . 4  5 8 . 3  7 5 . 3  7 9 . 0  8 3 . 7  

 0 . 5 1  0 . 1 7  1 . 2 0  0 . 8 7  0 . 1 7  
佐賀  4 4 . 6  6 3 . 5  7 6 . 3  7 7 . 7  6 7 . 5  
	  0 . 4 7  0 . 7 1  0 . 5 9  1 . 0 7  0 . 0 0  

 こ ち ら は 愛 知 と 福 岡 の 人 口 1 0 万 人 当 た り の 死 者 数 が 同 数 で あ っ た た め 、 6 県

と し た 。 死 者 数 全 体 的 に ど の 県 も 設 置 率 は 全 国 平 均 よ り も 下 回 っ て お り 2 0 1 4

年 の 時 点 で は 鳥 取 以 外 の 県 は 全 国 平 均 を 下 回 っ て い る 結 果 と な っ て お り 、 設

置 率 が 低 く と も 死 者 数 は 少 な い 結 果 と な っ た 。 こ の 比 較 に よ り 、 設 置 率 と 死 者

数 の 関 連 性 が な い と 言 う こ と が よ り 明 確 に な っ た 。  
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3 . 4 	 火災予防条例	

	 住警器を設置しなくてはならない場所は各市町村ごとの火災予防条例

により異なる。住警器の効果をしっかり発揮させるには、条例どおりの

正しい設置場所に設置されているかが重要である。そのため各市区町村

の条例を調べその条例はしっかり守られているのか、また効果が得られ

ているのかなどを比較した。  

	

	 3 . 4 . 1 	 地域ごとの条例	

	 住警器は消防法施行令第五条の七で寝室と階段に義務付けられてい

る。それに加え表-3に示す地域ごとの条例により全国の市区町村174 2

の内1割弱の地域には寝室と階段に加え、台所にも住警器の設置が義務

付けられている。さらに東京都の一部地域を除く56の市区町村では居室

にも義務付けられている。	
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表-3	寝室と階段、台所に設置義務としている地域	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

北海道	
江 別 市 	 札 幌 市 	 新 篠 津 村 	 千 歳 市 	 当 別 町 	 恵 庭 市	 	

石狩市	 北広島市	 	

宮城県	 全市町村	

千葉県	

い ず み 市 	 御 宿 町 	 山 武 市 	 市 川 市 	 船 橋 市 	 長 柄 町	 	

白子町	 九十九里町	 芝山町	 勝浦市	 大多喜町	 長生村	

東 金 市 	 茂 原 市 	 一 宮 町 	 浦 安 市 	 松 戸 市 	 千 葉 市	 	 	

大網白里町	 	長南町	 睦沢町	

東京都	 神津島村	 大島町	

神奈川県	
横須賀市 	 三浦市 	 逗子市 	 相模原市 	 横浜市 	 鎌倉市	

秦野市	 川崎市	 葉山町	

愛知県	

岡 崎 市 	 刈 谷 市 	 高 浜 市 	 春 日 井 市 	 東 郷 町 	 幡 豆 町	 	

豊 橋 市 	 豊 川 市 	 一 色 町 	 三 好 町 	 小 坂 井 町 	 豊 田 市	 	 	

名 古 屋 市 	 安 城 市 	 吉 良 町 	 江 南 市 	 西 尾 市	 	 	 	 	 	

知立市田原市	 日進市	 碧南市	

滋賀県	 栗東市	 草津市	 野洲市	 守山市	

京都府	 全市町村	

大阪府	 大阪市	

兵庫県	 	 西宮市	 佐用町	 三木市	 神戸市	 宝塚市	

計	 1 3 9 市町村	



 32 

3 . 4 . 2 	 条例と死者数	

	 台所にも住警器の設置を義務付けることにより違いは生まれるのか。

多くの都道府県では市町村ごとに違う規則である中、県、府全体で台所

にまで設置を義務化している宮城県と京都府に関して比較した。条例適

合率とは市町村の予防条例で義務付けられている住宅の部分全てに設置

されている世帯の全世帯に対する割合である。条例適合率が調査された

のが201 4年からなので、表3-4には20 1 4年の数値を記載。	

表 3 - 4  条 例 適 合 率  

	

図3-4  死者数と条例適合率との比較 

30
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0 0.5 1 1.5 2 2.5

条
例

適
合

率

⼈⼝10万⼈あたりの死者数

全国平均  6 6 . 9  富山  7 9 . 4  島根  6 2 . 4  
北海道  7 5 . 4  石川  8 5 . 4  岡山  3 7 . 9  
青森  5 2 . 4  福井  8 9 . 1  広島  7 1 . 7  
岩手  8 2 . 1  山梨  6 0 . 5  山口  7 9 . 5  
宮城  6 5 . 0  長野  6 4 . 5  徳島  6 0 . 9  
秋田  6 9 . 0  岐阜  6 7 . 1  香川  6 8 . 4  
山形  6 5 . 2  静岡  6 8 . 3  愛媛  7 2 . 7  
福島  6 4 . 6  愛知  4 9 . 0  高知  6 1 . 5  
茨城  6 1 . 5  三重  6 3 . 5  福岡  6 8 . 0  
栃木  5 9 . 9  滋賀  6 8 . 4  佐賀  4 7 . 8  
群馬  5 9 . 3  京都  6 8 . 8  長崎  6 6 . 0  
埼玉  6 0 . 4  大阪  7 7 . 0  熊本  6 7 . 0  
千葉  6 6 . 9  兵庫  6 9 . 4  大分  6 7 . 6  
東京  6 8 . 2  奈良  6 8 . 8  宮崎  7 2 . 3  
神奈川  6 8 . 4  和歌山  7 3 . 9  鹿児島  8 0 . 2  
新潟  7 3 . 8  鳥取  6 6 . 7  沖縄  4 7 . 4  
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図3- 4 - 1  宮城、京都、東京の10人口あたりの死者数 

表3- 4 - 1  宮城、京都、東京の10人口あたりの死者数 

 条例適合率の全国平均の数値は、地域ごとに違う条例を合わせた平均

なので一概には比較対象として適切とは言えない。しかし、条例適合率

で全国平均を下回った宮城では人口10万人あたりの火災死者数では全国

平均を上回り、条例適合率で上回った京都と東京は下回ると言った結果

になり、条例適合率と死者数に関連が見られた。条例適合率は設置箇所

が増えても全国平均とさほど変わらない結果となった。理由として考え

られることは、住警器の台所への設置は義務とされて以内地域でも設置

推奨とされている地域が多いことから、義務化されていない地域でも多
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	  1 0 年  1 1 年  1 2 年  1 3 年  1 4 年  条例適合率  
全国平均  0 . 6 3  0 . 6 4  0 . 6 6  0 . 6 0  0 . 6 1  6 6 . 9  
宮城  0 . 7 2  0 . 9 5  1 . 0 8  0 . 8 6  0 . 9 0  6 5 . 0  
京都  0 . 4 2  0 . 6 1  0 . 8 4  0 . 5 3  0 . 5 4  6 8 . 8  
東京  0 . 5 4  0 . 3 9  0 . 5 5  0 . 4 2  0 . 3 8  6 8 . 2  
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くの場合は設置されているのではないか、ということ。そもそも 5年前

の調査結果ではあるが論文「住宅用火災警報器の設置促進に関する研究	

一茨城県下の4市を対象として一	」(※１)で、住警器が設置されている

家庭では義務とされていないにもかかわらず設置されている場所は台所

が75. 2％、寝室が52. 9％、階段室が38. 5％となっている。この地域で

の設置が義務とされている寝室と階段室を差し置いて台所が最も設置率

が高くなっていることからも、他の地域でも多くの家庭では義務とされ

ていなくとも台所に設置されていることが予想される。以上のことから

台所が設置義務とされている宮城、京都があまり平均との差が生まれな

かった理由に思われます。  

	 設置率が79. 6％に対し、条例適合率は未だ66. 9％と開きがあること

は問題である。	

※１	 八木下沙織、梅本通孝、糸井川栄一「住宅用火災警報器の設置促

進に関する研究	一茨城県下の4市を対象として一	」地域安全学会論文

集	No . 1 5 , 2 0 1 1 . 1 1 	
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3 . 4 . 3 	 条例適合率と死者数	

 では設置率と死者数の関連性は見られなかったが、条例適合率が高い

地域の死者数は低い値となるのか。地域ごとに条例が異なってしまうが

条例適合率の上位5県と下位5県を死者数で比較した。	

 

図3- 4 - 2  条例適合率上位5県の人口10万人あたりの死者数 

表3- 4 - 2  条例適合率上位5県の人口10万人あたりの死者数 

  1 0 年  1 1 年  1 2 年  1 3 年  1 4 年  条 例 適 合 率  

全 国 平 均  0 . 6 3  0 . 6 4  0 . 6 6  0 . 6  0 . 6 1  6 6 . 9  

福 井  0 . 5 0  0 . 7 5  0 . 3 8  0 . 2 5  0 . 3 8  8 9 . 1  

石 川  0 . 6 8  0 . 6 0  1 . 0 3  0 . 1 7  0 . 7 8  8 5 . 4  

岩 手  0 . 9 0  0 . 9 9  1 . 0 0  0 . 9 3  0 . 9 3  8 2 . 1  

鹿 児 島  0 . 9 4  0 . 8 8  1 . 0 7  0 . 5 4  1 . 4 5  8 0 . 2  

山 口  0 . 9 0  0 . 5 5  1 . 4 7  1 . 2 7  0 . 6 4  7 9 . 5  
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	 条例適合率の上位5県は福井、石川、岩手、鹿児島、山口となった。

この5県はいずれも設置義務は寝室と階段室のみとしており、台所にま

で設置義務としている地域を有していない県である。宮城、京都、東京

で比較した際には条例適合率と人口あたりの死者数に幾らか関連性が見

られた。しかし、こちらの比較では条例適合率の上位5県での比較をし

たにもかかわらず、全体的にはどちらかというと人口あたりの死者数が

全国平均を上回る結果となり、条例適合率を調査し始めた201 4年に関し

ては、条例適合率が89. 1％と1位であった福井県を除いた4県が全国平

均を上回る結果となった。 4 . 5 . 1では関連性の見られた条例適合率と人口

あたりの死者数に上位5県での比較では関連性が見られない結果となっ

た。	
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図3- 4 - 3  条例適合率下位5県の人口10万人あたりの死者数 

表3- 4 - 3  条例適合率下位5県の人口10万人あたりの死者数 

	  1 0 年  1 1 年  1 2 年  1 3 年  1 4 年  条例適合率  
全国平均  0 . 6 3  0 . 6 4  0 . 6 6  0 . 6 0  0 . 6 1  6 6 . 9  
青森  1 . 6 0  0 . 9 5  1 . 3 3  1 . 3 5  0 . 6 1  5 2 . 4  
愛知  0 . 5 8  0 . 7 1  0 . 4 7  0 . 5 6  0 . 3 5  4 9 . 0  
佐賀  0 . 4 7  0 . 7 1  0 . 5 9  1 . 0 7  0 . 0 0  4 7 . 8  
沖縄  0 . 1 4  0 . 1 4  0 . 0 7  0 . 0 7  0 . 2 1  4 7 . 4  
岡山  1 . 1 8  1 . 2 9  0 . 7 2  0 . 9 8  0 . 7 8  3 7 . 9  

 条例適合率下位は青森、愛知、佐賀、沖縄、岡山となった。こちらは

上位5県とは異なり全市区町村54のうち、およそ4割の20の地域で寝室

と階段室に加え台所にまで設置義務としている愛知県が入っている。結

果はこちらも全体的にあまり関連性の見られない結果となった。しか

し、台所にまで設置義務としている愛知県は全国平均と比べ11年に一度

少し上回ったものの全体的には全国平均より低い結果となった。	

 

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

1.2
1.4
1.6
1.8

10年 11年 12年 13年 14年

⼈
⼝
10

万
⼈

あ
た

り
の

死
者

数

条例適合率下位5県

全国平均 ⻘森 愛知 佐賀 沖縄 岡⼭



 38 

第４章	 住警器の機能及び性能	

	 本 来 、 住 警 器 の 設 置 が 義 務 化 さ れ た の は 火 災 に よ る 死 者 数 を 減 ら す こ と が

一 番 の 目 的 で あ る 。 し か し 、 こ れ ま で に 火 災 の 発 生 件 数 自 体 や 、 そ れ に よ る 焼

損 さ れ た 床 面 積 は 減 少 傾 向 に あ る も の の 、 本 来 一 番 の 目 的 で あ る 死 者 数 の 減

少 自 体 に は 想 定 し て い た ほ ど の 成 果 が 得 ら れ て は い な い 。 都 道 府 県 ご と に 見

て 、 火 災 に よ る 犠 牲 者 で 高 い 割 合 を 占 め る 6 5 歳 以 上 の 高 齢 者 の 割 合 ご と に

死 者 数 は 幾 ら か 関 連 性 が 見 ら れ た 。 し か し 、 そ も そ も 住 警 器 を 設 置 す れ ば 死

者 数 が 減 少 す る と い う こ と の は ず が 、 設 置 率 と 死 者 数 の 関 連 性 は あ ま り 見 ら れ

な か っ た 。  

 し か し 、 住 警 器 の 設 置 が 義 務 化 さ れ て い る 以 上 、 住 警 器 を 設 置 す る と い う こ

と 死 者 数 の 減 少 と い う こ と を よ り 機 能 さ せ て い く こ と を 考 え た い 。 そ こ で 住 警 器

の 機 能 面 や 種 類 、 特 性 な ど に 着 目 し て よ り 良 い 改 善 方 法 を 考 え て い く 。  
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4 . 1 	 検定マーク	

	 住警器は、日本消防検定協会により「合格の表示（型式適合検定に合

格したものである旨の表示）」が表示されており、詳細は下記のように

なっている。以下日本消防検定協会より引用。  

	 これまでに販売されていた住宅用火災警報器には下図左のような「Ｎ

Ｓマーク」が表示されているものが大部分でしたが、住宅用火災警報器

が国家検定品になったため、今後は下図右のような「合格の表示」が表

示されることになります。  

	 「ＮＳマーク」の製品も検定品と同等の性能が確認されているため、

経過措置として 2 0 1 9年 3月 3 1日まで販売が認められている。  

 

出典 (日本消防検定協会 )  
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 検定マークは日本の基準で検定されているものである。海外製品はそ

の国での検査を通過していたものだとしても国が変われば基準も変わ

る。その国の気候や風土を基準に作られており、日本に適したものとは

限らないので、日本での基準をクリアした検定マークが表示してあるも

のをしっかり選択すべきである。	

 

4 . 2 	 感知方式	 	

1 .  煙感知	 煙が住警器に入ると火災の発生を知らせる。（消防法令  

	 	 	 	 で寝室や階段室に設置が義務付けられているのは煙式住  

	 	 	 	 警器）火災の多くは煙がまず先に立ち昇るので早期に感  

	 	 	 	 知することができる  

2 .  熱感知	 住警器の周辺温度が一定温度（６５度相当）に達すると  

	 	 	 	 発生を知らせる。（台所など）台所では調理による煙や  

	 	 	 	 水蒸気が立ち昇るので熱感知式が望ましい。  
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4 . 3 	 単独型、連動型	

	 1 . 	 単独型	 火災を感知した住宅用火災警報器だけが警報を発する。  

	 2 . 	 連動型	 火災を感知した住宅用火災警報器だけでなく、連動設定  

	 	 	 	 	 	 	 を行っているすべての住宅用火災警報器が火災信号を受  

	 	 	 	 	 	 	 け警報を発する。なお、連動型には、配線によるもの  

	 	 	 	 	 	 	 と無線式のものがある。  

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 出典	 総務省消防庁  
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4 . 4 	 消防法にて定められている設置場所	

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 出典	 総務省消防庁  

1 . 	 寝室	
普段の就寝に使われる部屋に設置。子供部屋や高齢

者の居室なども、就寝に使われている場合は対象。	

2. 	 階段	
寝室がある階（屋外に避難できる出口がある階を除

く）の階段最上部に設置。	 	

4 .  3 階建て以	 	 	 	
	 	 上の場合  

上記 1 . 2 他に	 	
①	寝室がある階から 2 つ下の階の階段(屋外に設

置された階段を除く)に設置。（当該階段の上

階の階に住宅用火災警報器が設置されている場

合を除く）	

②	寝室が避難階(1F )のみにある場合は、居室が	 	

ある最上階の階段に設置。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

4 . 	 その他  
1 . 2 . 3 で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝
に使用しない居室（床面積が 7 ㎡以上）が 5 部屋以

上ある階の廊下に設置。  
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	 住宅火災では、「逃げ遅れ」が原因で亡くなるケースが非常に多く、  

なかでも寝ているときの危険性が高くなっている。寝ている深夜の時  

間帯の火災発生件数は、日中の約 1 / 3である。しかし死者数について見  

ると、日中よりも深夜の時間帯のほうが約 2倍も多くなっている。その  

ため、寝ている時に火災に気づけるように、寝室への住宅用火災警報器  

の設置が有効。  

	 また、煙は階段を通じて上階へ広がることから、上階の部屋に煙が充  

満する前に警報を発して避難を促すため、階段への設置も義務付けられ  

ている。  
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4 . 5 	 市区町村ごとの条例	

	 多くの市区町村では寝室、階段のみだが、全国の市区町村 1 7 4 2の内

1 3 9の以下の地域ではそれに加え台所にも設置が義務化されている。  

表 4 - 2寝室、階段室、台所に設置を義務としている地域  

北海道	
江 別 市 	 札 幌 市 	 新 篠 津 村 	 千 歳 市 	 当 別 町 	 恵 庭 市	 	

石狩市	 北広島市	 	

宮城県	 全市町村	

千葉県	

い ず み 市 	 御 宿 町 	 山 武 市 	 市 川 市 	 船 橋 市 	 長 柄 町	 	

白子町	 九十九里町	 芝山町	 勝浦市	 大多喜町	 長生村	

東 金 市 	 茂 原 市 	 一 宮 町 	 浦 安 市 	 松 戸 市 	 千 葉 市	 	 	

大網白里町	 	長南町	 睦沢町	

東京都	 神津島村	 大島町	

神奈川県	
横須賀市 	 三浦市 	 逗子市 	 相模原市 	 横浜市 	 鎌倉市	

秦野市	 川崎市	 葉山町	

愛知県	

岡 崎 市 	 刈 谷 市 	 高 浜 市 	 春 日 井 市 	 東 郷 町 	 幡 豆 町	 	

豊 橋 市 	 豊 川 市 	 一 色 町 	 三 好 町 	 小 坂 井 町 	 豊 田 市	 	 	

名 古 屋 市 	 安 城 市 	 吉 良 町 	 江 南 市 	 西 尾 市	 	 	 	 	 	

知立市田原市	 日進市	 碧南市	

滋賀県	 栗東市	 草津市	 野洲市	 守山市	

京都府	 全市町村	

大阪府	 大阪市	

兵庫県	 	 西宮市	 佐用町	 三木市	 神戸市	 宝塚市	

計	 1 3 9 市町村	

	 これに加え東京都では寝室、階段、台所に加え居間、リビングなど居

室にも設置が義務付けられている。しかし、東京都であっても例外的に

小笠原村、青ヶ島村、御蔵島村、三宅村、新島村、利島村は寝室と階段

のみが義務とされており、神津島村、大島町は寝室と階段、台所のみが

設置義務とされている。  

	 また条例では寝室と階段のみが設置義務の場合でも、多くの場合は各

市町村でも台所にも設置を推奨とされている。  
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4 . 6 	 例外的に設置しなくてもいい場合	

1 .  市町村の助成事業等により、既に住宅用火災警報器と概ね同等の  

性能を有する住警器等又はこれに類する機器が設置されている場  

合（寝室に設置されている場合に限る。）  

2 .  消防法施行令 2 1条、平成 1 7年総務省令第 4 0号および特例基準によ  

り、「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設  

置されている場合。  

 

4 . 7 	 設置する場所	

	 住警器の性能をより発揮させるために天井や壁ごとに部屋の中の設置

する場所にも気をつけて設置しなくてはならない。以下総務省消防庁よ

り引用。  

1 .  天井に設置する場合  

壁やはりから 0 . 6 m 以上離れた位置に設置  

 

総務省消防庁 H P より引用  
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2 .  壁に設置する場合  

天井から 1 5 c m 以上 5 0 c m 以内の位置に設置  

 

総務省消防庁 H P より引用  

3 .換気口やエアコン等の空気吹き出し口がある場合の設置位置  

   1 . 5 m 以上離れた位置に設置  

 

 
総務省消防庁 H P より引用  
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4 . 8 	 設置できない場所	

	 設置できる場所は壁や天井による制限だけではない。例えば煙の届か  

ない所に煙感知式を設置しても意味がない。そもそも寝室と階段室には  

煙感知式が義務付けられているように、設置する場所にも気をつけなく  

てはいけない。  

	 1 . 	  煙、熱共通  

	 	 	 1 . 1 	 照明器具の真上や近く。  

	 	 	 1 . 2 	 取付け場所の温度が 0℃を下まわるところ、あるいは  

	 	 	 	 	  4 0℃をこえるところ  

	 	 	 1 . 3 	 浴室内や水のかかる場所、水滴のつくところ。  

	 	 	 1 . 4 	 屋外や屋側。  

	 	 2 . 	  煙タイプ  

	 	 	 2 . 1 	 タンスなどの真上。  

	 	 	 2 . 2 	 火災でない煙、蒸気などのかかるところ。  

	 	 	 2 . 3 	 換気扇 (給気用 )・エアコンの近く。  

	 	 3       熱タイプ  

	 	 	 3 . 1 	 レンジ、ストーブなどの真上や近く。  

	 	 	 3 . 2 	 暖房や煙突の近く。  

	 	 	 3 . 3 	 倉庫など直射日光により温度上昇の激しいところ。  

	 	 	 3 . 4 	 台所以外の階段、廊下。  
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4 . 9 	 その他	

 その他とまとめてしまうが、以下のように様々な種類がある。	

1.  取付け位置：壁掛けタイプ、天井に取り付けるタイプ	

2.  設置方法：埋め込み型、後付け型	

3.  電源タイプ：電池タイプ(寿命は一般的に10年)、AC 1 0 0 V タイプ	

4.  警報音：音声タイプ、ブザー音タイプ	

5.  高齢者や耳が不自由な方のためへの音や光で知らせる補助警報装置	

 

総 務 省 消 防 庁 H P よ り 引 ⽤  
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総務省消防庁 HP より引用	
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第５章	 効果的な設置の方策	

	 第４章で記載したことを踏まえると効果的な設置の方策として以下の	

ようなことが考えられる。	

	

1 .  検定マークなどが表示されている適切なものの選択。	

2.  地域ごとの条例に指定されている通りの場所に設置(理想は台所に	

も)。	

3 .  正しく機能する位置への設置。	

4.  煙感知式方式、熱感知方式を適切なタイプの選択をし、設置する。	

5.  単独型、連動型の適切なタイプの選択をし、設置する。	

6.  その他、各家庭にあったものをメーカー別に選択。	

7.  動作確認:そもそもしっかり作動しなくては住警器を設置する意味が	

	 	 	 	 	ない。以下のような方法で定期的に動作確認をしなくては	

	 	 	 	 	ならない。	

	

総務省消防庁 HP より引用	

	



 51 

	

5 . 1  単独型と連動型での避難時間の違い  

	 そこで、住警器の設置について正しく適切な選択をできているのかと

いうことに焦点を当てて、 2種類ある動作方式の単独型と連動型の違い

に関して考える。  

	 P a n a s o n i c 社の行った実験に住警器の単独型と連動型の違いで実際に

火災が起きた時の避難行動について検証したものがある。  

実験概要は、木造二階建ての一軒家の寝室、階段室、一階の台所に、そ

れぞれ単独型を設置した場合、連動型を設置した場合に分け、居住者は

２階にある寝室で就寝している。台所で発生した火災にどの段階で警報

に気づき避難できるかを検証したもの。  

 

	 P a n a s o n i c 社 H P より引用  
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	 台所で火が上がり、台所の住警器は２分ほどで感知する。その時点で

連動型は階段、寝室でも住警器が作動し、居住者は警報に気づき避難す

ることができた。しかし、単独型の場合は火元の住警器が感知し警報す

るものの、その警報では居住者は就寝していて気づけない。その後、時

間が経ち最終的に居住者が警報音に気づき避難を始めることができたの

は最初の警報がなった 1 4分後に寝室の住警器が煙を感知し警報がなった

時であった。しかし、この時にはすでに家中に煙が充満しており、視界

が非常に悪く避難自体が困難である。これが逃げ遅れの原因となり、一

酸化炭素中毒となってしまう要因である。  

	 結果を単独型と連動型で比べると、避難までの時間はおおよそ 1 4分の

差が生まれた。連動型の場合では火が上がって 2分ほどで気づけ、逃げ

遅れになることも一酸化炭素中毒になることも限りなく低いことであろ

う。程度によっては自ら消火活動することもできるのではないか。いず

れにしろ火災被害自体は少なく済むだろう。  

	 前述でもあるように住宅火災では、「逃げ遅れ」が原因で亡くなるケ

ースが非常に多く、なかでも就寝時の危険性が高く、寝ている深夜の火

災による死者数は日中と比べ約 2倍も多くなっている。そのことを考え

ると就寝時に火災が発生した時にいかに早く警報音に気づくことができ

るかが重要となる。このことを踏まえると本来ワンルームなど部屋数の
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少ない住宅では単独型の住警器で十分だが、一軒家はもちろん部屋数の

多い住宅は連動型の住警器を設置することが望まれる。  

	 現状、単独型と連動型で避難時間が変わることはわかっている。しか

し、二つの選択が正しくできているかどうかで火災被害が減少するとい

うデータがあるわけではない。確証を持って言えることではないが、単

独型と連動型の正しい選択をすることで火災被害は減少することが考え

られる。  
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5 . 2 	 警報音の減衰	

	 そもそも火災は台所で発生することが多く、台所に住警器を設置すれ

ば火災が発生した際に早く感知する。そのことを考えると台所に設置す

ることは非常に理にかなっているように思える。しかし、その音が人に

聞こえ、気づくことができるかが問題である。  

	 警報音は国の規定で 7 0 d B 以上とされており、実際に販売されている

ものは各メーカー 9 0 d B ほど。 9 0 d B の警報音だともちろん騒音であり警

報が発せられている部屋では容易に気づくことができる。しかし、火災

が発生した部屋と異なる部屋ではどうなのか。国民生活センターの行っ

た実験に住警器の警報音の減衰に関する実験がある。  

	 実験は以下のような環境で警報音の鳴っている部屋と他の部屋ではど

のような違いが出るのかというものである。  

 

	  

 

 

 



 55 

①	約 1 2畳の洋室 ( 5 . 3 m× 3 . 5 m×高さ 2 . 4 m )の中央を脱着式の壁 (厚さ

4 c m )によって 6畳 2部屋に分割し、一方の部屋の天井に住警器を設置

する。それぞれの部屋で警報音量の最大値を測定し、それらの差を

減衰量とする。検体は壁から 7 5 c m 離れた天井に設置。騒音系は部屋

の中央 (高さ 1 . 2 m )に設置。  

 

国民生活センターH P より引用  

①	の住警器を設置していない方の部屋に着脱式の壁を追加して模擬的

な廊下を設け、同様の測定を行う。  

 

国民生活センターH P より引用  
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 その結果、住警器と同室での警報音量は90〜10 0 d B 程度で、地下鉄の

車内(90 d B )や高架線ガード下の音(10 0 d B )と同程度であった。一方、

住警器を設置していない側の部屋では、警報音が①の条件で20〜23 d B

程度、②の条件で35〜38 d B 程度減衰し、住警器から隔てられる壁の数

によって音の減衰が大きくなることが確認できた。また、	②の条件の

廊下を隔てた隣室では、警報音量が55〜60 d B 程度となり、距離1m での

普通会話(60 d B )と同程度であった。これは、周囲に音がほとんどなけ

れば警報音を認識できると考えられるが、テレビや音楽などの外部の音

が存在する環境下や睡眠時などでは警報音に気づきにくい可能性が考え

られる。さらには、実際の住宅では、家具の配置や壁の遮音性能の違い

のほか、扉や窓の開閉状態などによって警報音がテスト結果よりも減衰

することも考えられる。		

	 この実験結果を考えると、やはり住警器の警報音は設置されている部

屋の中では十分だが、他の部屋ではどうしても不十分であると考えられ

る。前述の単独型と連動型の比較実験にあのような差ができるのも当然

と考えられる。	

	

	

	



 57 

5 . 3 	 今後より効果的にするために	

	 この章で最初にあげたことは住警器を設置する際に、住警器がしっか

り機能するために利用者が有しておかなくてはいけない知識である。し

かし、未だに設置率と条例適合率に開きがあることからわかるように、

条例どおりの設置がされていないことが多いことは事実です。さらに、

いくつもの条件がある中それらをしっかり満たされて設置されている住

宅は非常に少ないことだろう。住警器の設置をより効果的にするには、

正しい情報がより多くの人に広まる必要である。	
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6 . 	 まとめ	

 現状、住警器の設置義務化がされたことにより火災発生件数と焼損床

面積は減少傾向にある。しかし、そもそもの設置義務化の目的である火

災による死者数の減少という点については成果が出ているとは言えない

状態である。設置の義務化がされている以上、設置するということを効

果的にしなくてはならない。現状、条例適合率の低さからもわかるよう

に、正しく設置されていない事、正しい知識が広がっていない事がわか

る。今後はただ設置するのではなく、条例はもちろん正しい知識を広げ

ることが重要である。さらには、様々な視点から住警器を設置するとい

うことより効果的にする方法を考えていく必要がある。	
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